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第
一
七
四
回

通
常
国
会
は
今

年
の
一
月
十
八

日
に
召
集
さ
れ

会
期
は
六
月
十

六
日
ま
で
の
百

五
十
日
間
が
予

定
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
民

主
党
連
立
政
権

は
日
本
の
進
路

を
示
す
ど
こ
ろ

か
極
め
て
危
い

方
向
へ
と
舵
を

切
り
つ
つ
あ
る

こ
と
に
大
き
な
危
惧
を
抱
く
も
の
で

す
。
私
は
、
川
崎
市
議
会
議
員
五
期
目

か
ら
参
議
院
議
員
に
当
選
さ
せ
て
頂
き

微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
期
目
の
六

年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
「
私
が
日
本
を

創
る
！
」
と
の
強
い
気
持
ち
を
更
に
決

意
を
固
め
臨
み
ま
す
。
今
国
会
は
政
権

が
代
わ
り
初
め
て
の
予
算
編
成
を
迎
え

る
中
で
、
鳩
山
総
理
と
小
沢
幹
事
長
の

「
政
治
と
金
の
問
題
」
は
看
過
で
き
ま

せ
ん
。
総
理
は
十
二
億
六
千
万
円
も
の

お
金
を
「
母
か
ら
貰
っ
た
と
は
知
ら
な

か
っ
た
」
小
沢
幹
事
長
は
数
十
億
円
の

お
金
を
動
か
し
「
法
を
犯
し
て
い
な

い
」
等
、
私
達
国
民
に
は
程
遠
い
金
銭

感
覚
と
罪
の
意
識
の
希
薄
さ
に
は
只
々

呆
れ
る
ば
か
り
で
す
。
そ
の
よ
う
な
中

で
「
普
天
間
基
地
移
転
問
題
」
は
日
本

の
安
全
を
脅
か
し
か
ね
な
い
方
向
へ
と

迷
走
し
て
い
ま
す
。
国
連
会
議
で
鳩
山

総
理
が
突
如
、
「
日
本
は
二
酸
化
炭
素 

 

排
出
量
を
二
十
五
％
削
減
す
る
」
と
国
際

公
約
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
こ
の
厳
し
い

景
気
低
迷
の
中
、
日
本
の
産
業
界
に
と
っ

て
死
活
問
題
へ
と
発
展
し
て
る
の
が
実
情

で
す
。
小
沢
幹
事
長
は
予
算
の
陳
情
を
民

主
党
幹
事
長
室
に
一
元
化
し
「
利
益
誘

導
」
に
走
っ
て
い
る
こ
と
は
古
い
金
権
政

治
そ
の
も
の
で
す
。
今
、
国
民
が
求
め
る

こ
と
は
「
最
低
で
も
汗
し
た
分
だ
け
は
幸

せ
に
な
り
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
な

の
で
す
。
中
小
零
細
企
業
の
経
営
者
は
業

績
の
低
迷
で
資
金
繰
り
に
苦
労
さ
れ
て
い

る
中
、
余
り
の
厳
し
さ
に
自
分
の
給
料
を

棚
上
げ
す
る
経
営
者
が
出
て
来
て
い
る
と

聞
き
ま
す
。
今
の
民
主
党
政
権
に
は
「
経

済
成
長
戦
略
」
の
絵
が
見
え
ま
せ
ん
。
雇

用
対
策
も
極
め
て
不
十
分
で
す
。 

 

私
、
小
泉
あ
き
お
は
参
議
院
予
算
委
員

会
委
員
と
し
て
、
徹
底
的
に
正
し
て
参
り

ま
す
。
皆
様
の
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
賜
り

た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

■１９４５年 生まれ 

■１９８７年 川崎市議会議員 初当選（以降連続 

        ５期当選） 

■２００１年 全国市議会議長会会長 

■２００４年 参議院議員 初当選 

■現 在    
   参議院 「予算委員会・委員」「総務委員会・委員」 

        「消費者問題に関する特別委員会・委員」 

   自民党 「財政・金融・証券団体委員会 副委員長」等 

小泉あきお：参議院議員／１期目 

＜東京事務所＞ 〒１００-８９６２ 

千代田区永田町２-１-１ 参議院会館４２６号室 

TEL ０３-３５０８-８４２６ FAX ０３-５５１２-２４２６ 

 

＜横浜事務所＞ 〒２３１-００３３ 

横浜市中区長者町５-６８ 山形金庫ビル３F 

TEL ０４５-２６０-２０７０ FAX ０４５-２６０-２０７１ 

小泉あきお 事務所 



私が日本を創るų 神奈川から政治を変えるų 

♣ ὃ  
平成２２年度の予算が間もなく提示される段階になりました。心配なのは「子ども手当」「高速

道路無料化」「公立高校の学費無償化」等、マニフェストを優先する余り極めて無理な予算

編成がされようとしている事です。自公政権時は税収以上の借金はせず、経済成長戦略に

力点を置き中小企業への支援を始めとした経済対策に力を注いでまいりました。次世代に高

負担を押し付ける政策には断固反対します。 

̮Ẇᶮ˲ ֓ ̂ʦ ֚ᾍ  
日本に帰化された方々は日本国民としての権利を有することは当然です。しかし永住してい

る外国人が納税しているから参政権をと言うのは間違いです。 

  ①納税しているのは公共サービス（安全・安心）を受けるための行為です。 

  ②竹島のように日本の領土でありながら、外国人が多く移り住んでいるような地域は、地方 

    参政権付不で、その地域の自治が他国の利益に直結する危険もあります。 

    ③外国での事例についてはEUはその共同体の中だけの参政権であること等・永住者へ 

    の参政権付不は世界の潮流ではありません。        

ẑỷѩổ Ѱӓ ֚ᾍ  
産まれてくる子供には自分の姓を選ぶことはできません。子供が育ち両親の姓が違っていた

ら、家庭の一体感を得られるでしょうか？夫婦別姓は更に離婚を簡単に考える社会環境に傾

く心配があります。民法第７５０条には「夫婦の婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の

氏を称する」つまり、現行法では婚姻の際に夫婦どちらかの氏を届けることができるために、

今、拙速に法制化することは日本の家族文化そのものを崩壊させてしまうことです。 

ѣ∕ ֚ᾍ  
今の法務大臣は刑が確定している死刑執行に印を押しません。これは殺人等の凶悪な犯罪

を助長することにつながる危険があります。自分勝手な理由で善良な国民の命を奪い、被害

者の家族も丌幸に陥れる凶悪な犯罪者には厳しい判決と処罰が必要です。法務大臣の仕事

は新しい法律を作るのではなく法律を遵守し、実行することです。 

 ※日本では昨年１０９７件の殺人事件が発生しています。 

今、日本の法律が大変な方向に進みつつあります。当然、日本国民である私達は法の

遵守が基本であることは論を待たないところです。法律「日本国憲法」を議論するとすれ

ば国民が等しく教育を受け、日本国発展の為に勤勉に働き、併せて国民の誰もが公平

に医療・介護・福祉を受けられる社会を確立する為に憲法論議をすべきです。世界の中

の日本は外交・防衛も極めて大切な時期に入りました。政府の経済政策によっては有力

企業が軸足を海外に移さざるを得ず、企業の海外進出が日本を置き去りで進行すること

が危惧されます。今行われようとしている幾つかの問題を下記にお伝え申し上げます。皆

様のご意見を頂ければ幸いです。 


